
議案第１２号

杉並区情報公開・個人情報保護審査会条例及び杉並区保健福祉サービス苦情

調整委員条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

平成２８年２月１０日

提出者 杉並区長 田 中 良

杉並区情報公開・個人情報保護審査会条例及び杉並区保健福祉サービス苦情

調整委員条例の一部を改正する条例

第１条 杉並区情報公開・個人情報保護審査会条例（昭和６１年杉並区条例第４０

号）の一部を次のように改正する。

第１４条中「違反して秘密を漏らした」を「違反した」に、「３０万円」を

「１年以下の懲役又は５０万円」に改める。

第２条 杉並区保健福祉サービス苦情調整委員条例（平成１５年杉並区条例第３１

号）の一部を次のように改正する。

第２０条中「違反して秘密を漏らした」を「違反した」に、「３０万円」を

「１年以下の懲役又は５０万円」に改める。

附 則

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。

（提案理由）

守秘義務違反に対する罰則を改める必要がある。



杉並区情報公開・個人情報保護審査会条例及び杉並区保健福祉サービス苦情

調整委員条例の一部を改正する条例新旧対照表

第１条による改正（杉並区情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（罰則） （罰則）

第１４条 第１２条の規定に違反した 第１４条 第１２条の規定に違反して秘

者は、１年以下の懲役又 密を漏らした者は、３０万円

は５０万円以下の罰金に処する。 以下の罰金に処する。

第２条による改正（杉並区保健福祉サービス苦情調整委員条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（罰則） （罰則）

第２０条 第６条第３項の規定に違反し 第２０条 第６条第３項の規定に違反し

た 者は、１年以下の懲 て秘密を漏らした者は、３０万円

役又は５０万円以下の罰金に処する。 以下の罰金に処する。

資 料


